
市町村４－１

調査票４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）　 都道府県名はこちらにのみ入力してください

自動計算されます（確認をお願いします）⇒市区町村数 19

無 無

条　　　例　　　名　　　称
公布日（和暦で日まで

記入してください）
施行日（和暦で日まで

記入してください）

現
在
の
状
況

計　　　　　画　　　　　名 計　画　期　間

女性
活躍
推進

法との
関係

現
在
の
状
況

16 15 7 15

25 2018 大津市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 大津市男女共同参画推進条例 平成23年12月19日 平成23年12月19日
第３次大津市男女共同参画推進計画（お
おつかがやきプランⅢ）

平成28年度～平成32年度 0

25 2026 彦根市 人権政策課 1 2 1 1 男女共同参画を推進する彦根市条例 平成13年12月27日 平成14年4月1日
彦根市男女共同参画計画「男女共同参画
ひこねかがやきプランⅡ」（改定版）

平成29年度～平成32年度 1

25 2034 長浜市 人権施策推進課 1 2 1 1 0
長浜市男女共同参画行動計画（ヒュー・
ウー・マンプラン）平成25年3月改定

平成25年度～平成29年度 0

25 2042 近江八幡市 人権・市民生活課 1 2 1 1 近江八幡市男女共同参画推進条例 平成24年3月26日 平成24年4月1日
男女共同参画おうみはちまん2020プラン-
男女共同参画近江八幡市行動計画-（改
訂版）

平成29年度～平成31年度 1

25 2069 草津市 男女共同参画課 1 1 1 1 草津市男女共同参画推進条例 平成20年12月24日 平成21年4月1日
第３次草津市男女共同参画推進計画（後
期計画）

平成28年度～平成32年度 1

25 2077 守山市 人権政策課 1 2 1 1 守山市男女共同参画推進条例 平成27年3月26日 平成27年3月26日 第３次守山市男女共同参画計画（改定版） 平成28年度～平成31年度 1

25 2085 栗東市 自治振興課 1 2 1 1 3 まちづくり女と男の共同参画プラン　第5版 平成28年度～平成32年度 1

25 2093 甲賀市 商工労政課 1 2 1 1 1
第２次甲賀市男女共同参画計画（甲賀市
女性活躍推進計画）

平成29年7月～平成40年度 1

25 2107 野洲市 人権施策推進課 1 2 1 1 野洲市男女共同参画推進条例 平成16年10月1日 平成16年10月1日 第３次野洲市男女共同参画行動計画 平成28年度～平成32年度 0

25 2115 湖南市 人権擁護課 1 2 1 1 2 湖南市男女共同参画アクション2017計画 平成29年度～平成38年度 1

25 2123 高島市 人権施策課 1 2 1 1 0 第２次高島市男女共同参画プラン 平成29年度～平成37年度 1

25 2131 東近江市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 東近江市男女共同参画推進条例 平成26年12月19日 平成27年4月1日 第2次東近江市男女共同参画推進計画 平成29年度～平成33年度　 1

25 2140 米原市 人権政策課 1 2 1 1 2
第３次米原市男女共同参画推進計画ハー
トフルプランまいばら21

平成29年度～平成33年度　 1

25 3839 日野町 企画振興課 1 2 1 1 0
日野町男女共同参画行動計画～ひの
パートナープラン21～（改定）後期計画

平成26年度～平成30年度　 0

25 3847 竜王町 未来創造課 1 2 1 1 0 0

25 4258 愛荘町 総合政策課 1 2 1 0 2 愛荘町男女共同参画推進計画 平成21年10月～平成30年度　 0

25 4410 豊郷町 人権政策課 1 2 0 0 2 0

25 4428 甲良町 人権課 1 2 0 0 0 0

25 4436 多賀町 総務課 1 2 0 0 0 1
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名
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属

滋賀県

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（平成29年4月1日現在で有効なもの）

有



市町村４－２

調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住　所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
　
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
　
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

4 2 2 0 3 1 1 3 0

25 2018 大津市 大津市男女共同参画センター 520-0047
滋賀県大津市浜大津四丁目１番１号　明日都
浜大津１階

077-528-2615 077-527-6288 http://www.city.otsu.lg.jp ○ ○ ○

25 2026 彦根市 彦根市男女共同参画センター ウィズ ５２２－００４１ 滋賀県彦根市平田町670番地 0749-24-3529 0749-24-3529
http://www.city.hikone.s
higa.jp/

○ ○ ○

25 2034 長浜市

25 2042 近江八幡市

25 2069 草津市

25 2077 守山市

25 2085 栗東市

25 2093 甲賀市

25 2107 野洲市

25 2115 湖南市

25 2123 高島市 高島市働く女性の家
ゆめぱれっと
高島

520-1621 滋賀県高島市今津町今津1640番地 0740-22-5775 0740-22-5775
http://www.npo-
genki.com/josei/

○ ○ ○

25 2131 東近江市

25 2140 米原市
米原市男女共同参画センター（米
原市人権センター内）

５２１－００３１ 滋賀県米原市一色４４４番地 0749-54-2444 0749-54-3033
http://scplaza.jimdo.com
/

○ ○ ○

25 3839 日野町

25 3847 竜王町

25 4258 愛荘町

25 4410 豊郷町

25 4428 甲良町

25 4436 多賀町

滋賀県

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　29　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名　　称

事業運営

施設
形態

管　理　・　運　営　主　体

所　　　　　在　　　　　地　　　　　等 施設管理

http://www.city.otsu.lg.jp/
http://www.city.hikone.shiga.jp/
http://www.city.hikone.shiga.jp/
http://www.npo-genki.com/josei/
http://www.npo-genki.com/josei/
http://www.zb.ztv.ne.jp/scplaza/
http://www.zb.ztv.ne.jp/scplaza/


市町村４－２ (2)

調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 滋賀県

名　　称
常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

4 4 4 4 3 0 1 1 0 1

25 2018 大津市 大津市男女共同参画センター 平成4年4月1日 9 0 3,550 ○ ○ ○ ○ ○

25 2026 彦根市 彦根市男女共同参画センター 平成15年10月1日 3 1 15,222 ○ ○ ○ ○ ○

25 2034 長浜市

25 2042 近江八幡市

25 2069 草津市

25 2077 守山市

25 2085 栗東市

25 2093 甲賀市

25 2107 野洲市

25 2115 湖南市

25 2123 高島市 高島市働く女性の家 平成5年4月1日 4 0 8,563 ○ ○ ○ ○ ○

25 2131 東近江市

25 2140 米原市
米原市男女共同参画センター（米
原市人権センター内）

平成18年4月1日 4 1 70 ○ ○ ○ 再就職支援

25 3839 日野町

25 3847 竜王町

25 4258 愛荘町

25 4410 豊郷町

25 4428 甲良町

25 4436 多賀町

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　29　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

主　　　　な　　　　事　　　　業

予算額
（千円）

都

道

府

県

コ

ー

ド
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区
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村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日



市町村４－３

調査票４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　
H列からV列まで※整数のみ入力できます。

うち うち うち うち うち

　
区

長

数

女

性

市

　
区

長

数

女

性

副

市

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

2 13 1 7.7 15 2 13.3 6 0 0.0 5 0 0.0 3,339 138 4.1

25 2018 大津市 平成10年９月22日 ひとが輝く男女共同参画都市宣言 2 1 1 100.0 2 0 0.0 721 53 7.4

25 2026 彦根市 1 0 0.0 2 1 50.0 326 16 4.9

25 2034 長浜市 1 0 0.0 1 0 0.0 425 3 0.7

25 2042 近江八幡市 1 0 0.0 1 0 0.0 168 3 1.8

25 2069 草津市 1 0 0.0 2 1 50.0 218 21 9.6

25 2077 守山市 1 0 0.0 1 0 0.0 70 3 4.3

25 2085 栗東市 平成14年３月22日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 123 17 13.8

25 2093 甲賀市 1 0 0.0 1 0 0.0 201 3 1.5

25 2107 野洲市 1 0 0.0 0 0 0.0 92 3 3.3

25 2115 湖南市 1 0 0.0 1 0 0.0 43 1 2.3

25 2123 高島市 1 0 0.0 1 0 0.0 204 4 2.0

25 2131 東近江市 1 0 0.0 1 0 0.0 390 8 2.1

25 2140 米原市 1 0 0.0 1 0 0.0 107 2 1.9

25 3839 日野町 1 0 0.0 1 0 0.0 83 1 1.2

25 3847 竜王町 1 0 0.0 1 0 0.0 32 0 0.0

25 4258 愛荘町 1 0 0.0 1 0 0.0 61 0 0.0

25 4410 豊郷町 1 0 0.0 0 0 0.0 15 0 0.0

25 4428 甲良町 1 0 0.0 1 0 0.0 13 0 0.0

25 4436 多賀町 1 0 0.0 1 0 0.0 47 0 0.0

滋賀県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言（注１） 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況
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率

（％）
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市町村４－４

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No1　

1 2 平成29年5月1日 3

1 1 1

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち
を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

968 876 13,813 4,485 32.5 706 624 8,815 2,712 30.8 114 87 818 143 17.5 522 50 9.6 541 50 9.2

小計 704 622 8,726 2,685 30.8 114 87 818 143 17.5

25 2018 大津市 40 平成32年度 112 94 1,264 362 28.6

地方自治法138条の4の規定に基づき設置した附属機関。要綱等に
基づき設置した組織（附属機関以外の機関）。地方自治法180条の5
に基づく行政委員会。

88 75 954 277 29.0 6 5 56 10 17.9 36 3 8.3 37 3 8.1

25 2026 彦根市 60 平成32年度 48 46 671 178 26.5 地方自治法第202条の3に定める、法律・条例に基づく審議会等 48 46 671 178 26.5 6 4 48 8 16.7 33 3 9.1 34 3 8.8

25 2034 長浜市 40 平成29年度 68 59 841 263 31.3 長浜市附属機関設置条例 68 59 841 263 31.3 6 5 57 10 17.5 40 2 5.0 41 2 4.9

25 2042 近江八幡市 50 平成32年度 87 78 1,763 545 30.9 市長が委嘱するすべての委員会・審議会 41 37 634 156 24.6 6 4 38 6 15.8 31 2 6.5 32 2 6.3

25 2069 草津市 50 平成31年度 91 88 1,150 424 36.9 要綱等により設置されている懇談会、会議等 67 66 808 320 39.6 6 4 42 5 11.9 19 4 21.1 20 4 20.0

25 2077 守山市 40 平成32年度 66 62 889 305 34.3 地方自治法第138条の4および条例・規則・要綱 33 31 396 116 29.3 6 6 40 9 22.5 22 1 4.5 23 1 4.3

25 2085 栗東市 40 平成32年度 58 50 736 242 32.9 各種審議会、委員会等 32 23 343 109 31.8 6 4 36 7 19.4 31 2 6.5 32 2 6.3

25 2093 甲賀市 40 平成40年度 84 78 1,345 395 29.4
法律又は条令、要綱の定めにより設置された市の附属機関等の委員
に占める女性の割合 43 41 492 166 33.7 6 6 53 10 18.9 45 4 8.9 46 4 8.7

25 2107 野洲市 40 平成32年度 68 61 1,299 504 38.8 市長等が任命又は委嘱する審議会、委員会等 27 26 423 173 40.9 6 4 39 7 17.9 24 3 12.5 25 3 12.0

25 2115 湖南市 40 平成33年度 53 49 859 319 37.1

行政委員会（地方自治法第180条の5に定める委員会又は委員）、付
属機関（地方自治法第202条の3に定める付属機関）、その他規則、
要綱等に基づき設置される機関

37 35 553 164 29.7 6 5 40 8 20.0 26 1 3.8 27 1 3.7

25 2123 高島市 50 平成38年度 37 34 501 164 32.7
地方自治法第180条の5に定める行政委員会、地方自治法第202条の
3に基づく審議会、条例により設置されている審議会等 31 28 436 155 35.6 6 5 65 9 13.8 39 4 10.3 40 4 10.0

25 2131 東近江市 40 平成33年度 60 56 968 346 35.7 市長が委嘱する全ての審議会・委員会等 34 31 554 174 31.4 6 6 57 13 22.8 38 4 10.5 39 4 10.3

25 2140 米原市 30 期限なし 71 64 793 265 33.4 全ての審議会、委員会、協議会等 46 42 504 157 31.2 6 5 46 8 17.4 33 4 12.1 34 4 11.8

25 3839 日野町 30 平成31年度 31 27 353 96 27.2 法令・条例に基づく審議会等 25 22 312 89 28.5 6 5 41 7 17.1 17 2 11.8 18 2 11.1

25 3847 竜王町 35 平成32年度 18 16 215 43 20.0 政策や方針決定の場となる審議会や協議会 16 14 189 42 22.2 6 4 38 5 13.2 15 1 6.7 16 1 6.3

25 4258 愛荘町 40 平成29年度  町が事務局を有する全審議会 25 16 222 56 25.2 6 4 28 7 25.0 18 4 22.2 19 4 21.1

25 4410 豊郷町  12 6 107 29 27.1 6 2 31 3 9.7 17 0 0.0 18 0 0.0

25 4428 甲良町  14 10 121 27 22.3 6 3 33 3 9.1 18 2 11.1 19 2 10.5

25 4436 多賀町 30 期限なし 16 14 166 34 20.5 法律・条令等に基づく審議会等 17 14 166 34 20.5 6 6 30 8 26.7 20 4 20.0 21 4 19.0

滋賀県

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

審
議
会
等
数

女
性
比
率

（％）
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市

区
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村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
（目標を設定している市区町村のみ記入）

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

目標設定の対象である審議会等の範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

調査時点コード 調査時点コード 調査時点コード1 1

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

調査時点コード 平成29年4月1日 その他：平成　　年　  月　  日

調査時点コード 調査時点コード



市町村４－４ (2)

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち
を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

2 2 89 27 30.3 0 0 0 0  

大津市

彦根市

長浜市

近江八幡市 1 1 78 26 33.3

草津市

守山市

栗東市

甲賀市

野洲市

湖南市

高島市

東近江市

米原市

日野町

竜王町 1 1 11 1 9.1

愛荘町

豊郷町

甲良町

多賀町

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

滋賀県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
（目標を設定している市区町村のみ記入）

目標設定の対象である審議会等の
範囲

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数



市町村４－４（3）

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No3　

1 2 3

1

うち
　

うち
　

うち
　

うち
　

うち
　

うち
　

管
理
職
数

女
性

（
※

）

うち
　女理
　性職
　管数
　（※）

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
  数

2,029 446 22.0 1,430 218 15.2 265 31 11.7 215 22 10.2 327 48 14.7 252 28 11.1 1,437 367 25.5 963 168 17.4 1,523 507 33.3 939 209 22.3 2,617 1,233 47.1 1,627 520 32.0

25 2018 大津市 333 46 13.8 193 6 3.1 26 2 7.7 18 1 5.6 53 6 11.3 37 1 2.7 254 38 15.0 138 4 2.9 326 80 24.5 119 15 12.6 865 412 47.6 466 121 26.0

25 2026 彦根市 206 45 21.8 118 13 11.0 21 1 4.8 16 1 6.3 46 6 13.0 24 1 4.2 139 38 27.3 78 11 14.1 142 19 13.4 104 17 16.3 215 90 41.9 122 43 35.2

25 2034 長浜市 192 41 21.4 103 4 3.9 46 6 13.0 34 2 5.9 2 2 100.0  144 33 22.9 69 2 2.9 219 75 34.2 146 24 16.4 311 143 46.0 212 55 25.9

25 2042 近江八幡市 140 27 19.3 65 9 13.8 23 3 13.0 17 2 11.8 24 3 12.5 11 1 9.1 93 21 22.6 37 6 16.2 122 54 44.3 56 12 21.4 198 106 53.5 67 17 25.4

25 2069 草津市 149 28 18.8 141 24 17.0 21 2 9.5 20 2 10.0 25 4 16.0 24 3 12.5 103 22 21.4 97 19 19.6 63 22 34.9 55 18 32.7 105 40 38.1 85 28 32.9

25 2077 守山市 94 22 23.4 70 11 15.7 20 5 25.0 13 2 15.4 24 3 12.5 18 1 5.6 50 14 28.0 39 8 20.5 49 22 44.9 24 6 25.0 89 38 42.7 61 16 26.2

25 2085 栗東市 54 12 22.2 43 5 11.6 10 2 20.0 10 2 20.0   44 10 22.7 33 3 9.1 43 13 30.2 30 4 13.3 99 55 55.6 73 36 49.3

25 2093 甲賀市 116 35 30.2 85 21 24.7 17 3 17.6 12 3 25.0 28 2 7.1 23 2 8.7 71 30 42.3 50 16 32.0 121 50 41.3 68 12 17.6 152 84 55.3 96 39 40.6

25 2107 野洲市 59 16 27.1 54 13 24.1 9 1 11.1 9 1 11.1 18 5 27.8 16 4 25.0 32 10 31.3 29 8 27.6 45 18 40.0 35 9 25.7 81 39 48.1 55 20 36.4

25 2115 湖南市 56 10 17.9 49 10 20.4 16 0 0.0 13 0 0.0 13 1 7.7 13 1 7.7 27 9 33.3 23 9 39.1 80 49 61.3 47 25 53.2 83 45 54.2 61 28 45.9

25 2123 高島市 236 62 26.3 174 35 20.1 16 1 6.3 14 1 7.1 28 3 10.7 25 2 8.0 192 58 30.2 135 32 23.7 35 12 34.3 19 4 21.1 106 39 36.8 77 25 32.5

25 2131 東近江市 169 48 28.4 141 29 20.6 20 2 10.0 19 2 10.5 45 7 15.6 41 7 17.1 104 39 37.5 81 20 24.7 143 50 35.0 115 27 23.5 167 89 53.3 125 52 41.6

25 2140 米原市 54 13 24.1 51 11 21.6 11 1 9.1 11 1 9.1 13 2 15.4 13 2 15.4 30 10 33.3 27 8 29.6 53 14 26.4 47 14 29.8 37 13 35.1 30 11 36.7

25 3839 日野町 35 5 14.3 30 2 6.7 2 0 0.0 2 0 0.0   33 5 15.2 28 2 7.1 13 3 23.1 11 2 18.2 31 11 35.5 26 6 23.1

25 3847 竜王町 25 3 12.0 20 3 15.0   4 2 50.0 4 2 50.0 21 1 4.8 16 1 6.3 11 4 36.4 11 4 36.4 24 6 25.0 23 5 21.7

25 4258 愛荘町 41 11 26.8 32 5 15.6 7 2 28.6 7 2 28.6 3 1 33.3 2 0 0.0 31 8 25.8 23 3 13.0 14 2 14.3 14 2 14.3 22 11 50.0 22 11 50.0

25 4410 豊郷町 33 10 30.3 32 9 28.1   1 1 100.0 1 1 100.0 32 9 28.1 31 8 25.8 14 7 50.0 14 7 50.0   

25 4428 甲良町 19 8 42.1 16 5 31.3     19 8 42.1 16 5 31.3 15 6 40.0 11 2 18.2   

25 4436 多賀町 18 4 22.2 13 3 23.1     18 4 22.2 13 3 23.1 15 7 46.7 13 5 38.5 32 12 37.5 26 7 26.9

女
性
比
率

（％）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

管　　　　理　　　　職　　　　の　　　　在　　　　職　　　　　状　　　　況 職　　務　　上　　の　　地　　位　　別　　職　　員　　在　　職　　状　　況

女
性
比
率

（％）
（※）

うち一般行政職

管
理
職
総
数

（※）

部
局
長
相
当
職
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ド
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町

村

名

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

（
※

）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）
（※）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

滋賀県

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

うち一般行政職 うち一般行政職

部
局
長
相
当
職

調査時点コード 平成29年4月1日 平成29年5月1日 その他：平成　　年　  月　  日

調査時点コード



市町村４－５

調査票４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 滋賀県

1 平成29年4月1日 2 平成29年5月1日 3 平成　　年　  月　  日

調査時点コード 1

問１ 問２ 問３ 問５

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．その他

１．標準都道府県会議規則と同
様
２．標準市議会会議規則又は
　　標準町村議会会議規則と同
様
３．その他

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

1の合計 19 3 5 1 0 1 0 4 0

2の合計 0 16 14 2 1 3 3 8 0

3の合計 0 0 16 18 15 16 7 0

25 2018 大津市 大津市議会 1 1 2 3 3 3 3 1

大津市議会会議規程第3条
議員は、疾病、出産（出産予定日前8週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）から産後8週間を経過するまでの期間を限度に、本人が申
告する日又は期間をいう。）その他やむを得ない事情のため出席できないときは、その理由を明示し、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。

25 2026 彦根市 彦根市議会 1 2 2 3 3 3 3 2

25 2034 長浜市 長浜市議会 1 2 2 3 3 3 3 2

25 2042 近江八幡市 近江八幡市議会 1 2 2 3 3 2 2 2

25 2069 草津市 草津市議会 1 2 2 3 3 3 3 3

25 2077 守山市 守山市議会 1 2 2 3 3 3 3 2

25 2085 栗東市 栗東市議会 1 2 2 3 3 2 2 2

25 2093 甲賀市 甲賀市議会 1 2 2 3 3 3 3 2

25 2107 野洲市 野洲市議会 1 1 1 1 3 1 3 1

野洲市議会会議規則（第2条第1項第1,2,4号）
第2条　議員は、次に掲げる場合は、会議を欠席することができる。
(1)　議員が、負傷又は疾病のために療養する必要がある場合
(2)　議員又は議員の配偶者が、出産する場合
(3)　議員の配偶者、父母、子、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母が、死亡した場合
(4)　議員の配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母の負傷又は疾病により、議員が、その者を看護する必要がある場合
(5)　その他会議を欠席する相当の理由があると認められる場合

25 2115 湖南市 湖南市議会 1 2 2 3 3 3 3 1
湖南市議会会議規則
第2条　議員は、公務、出産、傷病その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。

25 2123 高島市 高島市議会 1 2 2 3 3 3 3 2

25 2131 東近江市 東近江市議会 1 2 2 2 3 3 3 3

25 2140 米原市 米原市議会 1 1 1 3 3 3 3 1

米原市議会会議規則
（欠席の届出）
第2条　議員は、公務、疾病、出産その他事故のため欠席し、遅刻し、または早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長
に届け出なければならない。

25 3839 日野町 日野町議会 1 2 1 3 3 3 3 3

25 3847 竜王町 竜王町議会 1 2 2 2 2 2 2 2

25 4258 愛荘町 愛荘町議会 1 2 1 3 3 3 3 3

25 4410 豊郷町 豊郷町議会 1 2 2 3 3 3 3 3

25 4428 甲良町 甲良町議会 1 2 2 3 3 3 3 3

25 4436 多賀町 多賀町議会 1 2 1 3 3 3 3 3

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。※別添の場合は、（別添）と記入

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」と
はどのような規定か。１～３のうち
いずれか一つを選択してくださ
い。

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

問４

仕事と生活の調和の観点からの欠席事由について、以下の事由に
ついて１～３のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．その他

調査時点コー

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～３のいずれか一
つを選択してください。
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